
　

応
じ
て
面
接
を
実
施

■
応
募
方
法
／
指
定
の
履
歴
書
に
必
要
事

　

項
を
記
入
の
上
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か

　

ら
の
紹
介
状
を
添
え
て
町
総
合
体
育
館

　

ま
で
提
出
（
履
歴
書
は
、
町
総
合
体
育

　

館
に
あ
り
ま
す
）

■
応
募
締
切
／
11
月
17
日
㈮

問
町
総
合
体
育
館
☎
22
―
２
２
８
８

自
衛
官
候
補
生

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
27
歳
未
満

■
受
付
期
間
／
12
月
13
日
㈬
ま
で

■
試
験
期
日
／

【
男
子
】
12
月
16
日
㈯
・
17
日
㈰
（
第
５
回
）

【
女
子
】
12
月
16
日
㈯
（
第
５
回
）

防
衛
大
学
校
（
一
般
・
後
期
）

■
受
験
資
格
／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
高

　

卒
者
ま
た
は
高
専
3
年
次
修
了
者
（
見

　

込
含
）

が
「
一
日
議
員
」
と
な
っ
て
、
児
童
・
生

徒
の
視
点
か
ら
町
長
や
教
育
長
に
質
問
を

し
ま
す
。
議
長
、事
務
局
長
に
つ
い
て
も
、

全
て
子
ど
も
た
ち
が
主
体
と
な
っ
て
行
い

ま
す
。ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時
／
11
月
23
日
㈭
13
時
30
分
～

■
場
所
／
役
場
３
階
議
場

問
町
公
民
館
☎
22
―
４
１
５
１

じ
ゃ
が
祭
り
で
も
お
な
じ
み
の
ア
ッ

キ
ー
に
よ
る
マ
ジ
ッ
ク
シ
ョ
ー
と
、
歌
と

踊
り
と
愛
と
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
ア
ニ

メ
映
画
「
Ｓ
Ｉ
Ｎ
Ｇ
（
シ
ン
グ
）」
の
上

映
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
／
11
月
25
日
㈯
、
開
場
13
時
、
開

　

演
13
時
30
分

■
場
所
／
町
公
民
館
大
ホ
ー
ル

問
倶
知
安
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
事
務
局

　

☎
22
―
２
５
３
０
（
10
時
～
15
時
）

10
月
1
日
付
で
町
の
人
権
擁
護
委
員
に

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

・
日
村　

淑　

さ
ん

平
成
27
年
11
月
か
ら
平
成
29
年
8
月
9

日
の
間
に
通
知
カ
ー
ド
と
共
に
発
送
さ
れ

た
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書
の
送
付

用
封
筒
の
差
出
有
効
期
間
（
平
成
29
年
10

月
4
日
ま
で
）
は
、
平
成
31
年
5
月
31
日

ま
で
有
効
な
封
筒
と
し
て
利
用
可
能
で

　

セ
ン
タ
ー
☎
21
―
２
１
５
０

■
場
所
／
町
公
民
館

■
日
時
／
第
２
・
４
土
曜
、
13
時
～
17
時

■
会
費
／
月
５
０
０
円（
会
場
使
用
料
な
ど
）

問
大
友
☎
23
―
３
９
２
１

■
対
象
／
小
・
中
学
生

■
活
動
日
時
／
12
月
～
3
月
、
毎
週
日
曜

　

9
時
～
15
時(

グ
ラ
ン
・
ヒ
ラ
フ)

、

　

1
月
～
3
月
、
毎
週
火
・
木
曜
18
時
45

　

分
～
20
時(

旭
ケ
丘
ス
キ
ー
場)

■
初
心
者
・
未
経
験
者
大
歓
迎
！
お
気
軽

　

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
申
込
／
各
学
校
・
体
育
館
に
申
込
書
有

問
事
務
局
山
本
☎
23
―
２
５
５
９

■
日
時
／
11
月
17
日
㈮
、
10
時
15
分
～
11
時

　

30
分

■
場
所
／
世
代
交
流
セ
ン
タ
ー
（
絵
本
館

　

隣
接
）

会
員
に
よ
る
ハ
ン
ド
メ
イ
ド
品
や
日
用

品
、
服
な
ど
の
販
売
の
ほ
か
、
一
般
の
方

の
出
店
も
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
小
銭
と
エ
コ
バ
ッ
ク
の
ご
協
力
を
お
願

　

い
し
ま
す
、
一
般
出
店
者
の
応
募
は
11

　

月
９
日
ま
で
に
問
い
合
せ
先
へ

問
わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ　

w
anpa

　

ku-sc@
w

anpaku.sakura.ne.jp

（
平

　

日
10
時
～
16
時
）

　

町
内
の
小
・
中
・
高
校
生
の
代
表
８
人

　

設
置
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

　

の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　

役
場
、
町
保
健
福
祉
会
館
、
各
保
育
所

　

に
設
置
の
応
募
箱
に
て
応
募
し
て
く
だ

　

さ
い
※
詳
し
く
は
本
号
折
り
込
み
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い

■
審
査
方
法
／
町
諮
問
機
関
「
子
ど
も
子

育
て
会
議
」
に
て
審
査

問
福
祉
医
療
課
少
子
高
齢
化
対
策
室

　

☎
23
―
０
５
０
０

　

求
職
中
の
障
が
い
者
の
入
校
生
（
期
間

1
年
ま
た
は
2
年
）を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■
願
書
受
付
期
間
／
11
月
1
日
～
11
月
20
日

■
選
考
日
／
12
月
4
日

詳
細
は
当
校
ま
た
は
最
寄
り
の
公
共
職

業
安
定
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
〒
０
７
３
―
０
１
１
５
砂
川
市
焼
山
60

　

☎
０
１
２
５
―
52
―
２
７
７
４

　

FAX　
０
１
２
５
―
52
―
９
１
７
７

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
給
食
の
試
食

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
試
食
実
施
日
／
毎
週
月
・
木
曜
日
、
12

　

時
～
13
時
（
学
校
行
事
な
ど
に
よ
り
変

　

更
の
場
合
有
）

■
人
員
／
3
名
以
上
か
ら
受
付
し
、
最
大

　

16
名
ま
で

■
対
象
／
個
人
の
町
民
お
よ
び
町
内
会
、

　

各
種
団
体
な
ど
町
民
を
中
心
に
構
成
さ

　

れ
る
団
体

■
料
金
／
一
食
一
人
２
５
０
円
（
当
日
現

　

金
に
て
納
付
）

■
申
込
／
希
望
日
の
20
日
前
ま
で
に
電
話

に
て
連
絡

問
町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
学
校
給
食

町内の各種グループ・サークルの催しなどをお知らせください
※掲載希望月の前月 10 日までに総合政策課企画振興室広報広聴係へ要連絡

納税だより

暮らしの

Information

－11－ －10－

【年末調整の時期が近づいてきました】

　年末調整とは給与所得者にとって、確定申告に代わるも

ので、毎月の給与やボーナスなどから徴収された所得税の

今年の合計額について、給与総額から算出した所得税額（年

税額）と比べて、生じている過不足額を精算するものです。

ほとんどの給与所得者は、年末調整を受けると所得税の納

税が完了し、改めて確定申告を行う必要がなくなります。

■年末調整を受ける際の注意

①扶養控除の申告書

　勤務先に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を

提出している人で、平成 29 年中に結婚、出産、就職など

により扶養親族に異動があったときは、その都度、この申

告書を勤務先に提出することになっています。本年中に異

動があり、まだ提出していない人は、年末調整に間に合う

よう提出してください。また、扶養親族で、平成 29 年中

の所得が 38 万円を超える人は、扶養控除が受けられませ

んので、扶養親族の所得についてもご確認ください。（た

だし、配偶者については、所得が 38 万円を超える場合で

あっても 76 万円未満であれば、「配偶者特別控除」が受け

られます。）

※平成 28 年分からの扶養控除申告書には被扶養者の「マ

　イナンバー（個人番号）」の記載が新たに必要です

②保険料控除等の申告

　本人が支払った国民健康保険税や国民年金などの社会保

険料はその全額が、また、生命保険料や地震保険料などは

その支払った額に応じて算出した額が、それぞれ年末調整

の際に所得から控除されます。これらの控除を受けるため

には、加入先から発行された「保険料等控除証明書」など

の添付が必要になります。紛失にはご注意ください。

問町税務課住民税係　☎ 56―8003

募

集

開

催

自
衛
官
募
集

人
権
擁
護
委
員
に
つ
い
て

町
旭
ケ
丘
ス
キ
ー
場
パ
ー
ト
職
員

■
応
募
資
格
／
60
歳
未
満

■
勤
務
場
所
／
町
旭
ケ
丘
ス
キ
ー
場

■
業
種
・
募
集
人
員
／
ス
キ
ー
場
リ
フ
ト

　

運
転
係
・
２
名

■
賃
金
／
時
給
９
３
０
円

■
雇
用
期
間
／
12
月
中
旬
～
平
成
30
年
3

　

月
上
旬
ま
で

■
勤
務
時
間
／
週
5
日
以
内
（
1
日
6
時

　

間
）
2
交
代
制

①
ナ
イ
タ
ー
営
業
日
／
7
時
30
分
～
14
時

　

30
分
（
早
出
）、
14
時
～
21
時
（
遅
出
）

②
通
常
営
業
日
／
7
時
30
分
～
16
時

　

※
土
・
日
・
祝
日
の
勤
務
あ
り

　

※
休
憩
時
間
は
１
時
間

■
選
考
方
法
／
書
類
選
考
お
よ
び
必
要
に

■
受
付
期
間
／
平
成
30
年
1
月
20
日
㈯
～

　

１
月
26
日
㈮

■
試
験
期
日
／
平
成
30
年
2
月
17
日
㈯

　
（
一
次
）、
3
月
9
日
㈮
（
二
次
）

高
等
工
科
学
校
生
徒

■
受
験
資
格
／
男
子
で
中
卒
（
見
込
含
）

　

17
歳
未
満

■
受
付
期
間
／
11
月
1
日
㈬
～
平
成
30
年

　

1
月
9
日
㈫

■
試
験
期
日
／
平
成
30
年
1
月
20
日
㈯

（
一
次
）
2
月
4
日
㈰
（
二
次
）

問
倶
知
安
地
域
事
務
所
☎
23
―
３
５
４
０

　

笹　

山　

武　

市
☎
22
―
２
４
３
３

　

佐
名
木　

幸　

子
☎
22
―
４
３
０
２

　

清　

水　

礼　

子
☎
22
―
０
０
７
５

　

古　

谷　

和　

之
☎
23
―
３
１
６
５

■
募
集
期
間
／
11
月
1
日
㈬
～
14
日
㈫

一
般
世
帯
向
け
（
家
族
向
け
）

給
食
の
試
食
が
で
き
ま
す

第
15
回
全
町
子
ど
も
議
会

・
南
６
条
団
地
（
南
６
東
５
）
※
浴
室
、

浴
槽
無

3
Ｄ
Ｋ
1
戸

・
ノ
ー
ス
パ
ー
ク
タ
ウ
ン
（
北
7
西
1
）

4
階

３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
１
戸

・
望
羊
団
地
（
北
4
東
4
）

　

3
階　

3
Ｌ
Ｄ
Ｋ
1
戸

修
繕
な
ど
が
完
了
し
て
か
ら
の
入
居
に

な
り
ま
す
の
で
、
入
居
可
能
に
な
る
ま
で

日
数
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
請
に
は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
町
建
設
課
住
宅
係
☎
56
―
８
０
１
２

平
成
30
年
度
に
開
設
す
る
保
育
所
の
正

式
名
称
を
募
集
し
ま
す
。

■
応
募
締
切
／
11
月
17
日
㈮
ま
で

■
採
用
数
／
最
優
秀
賞
1
点

■
応
募
方
向
／
本
号
折
り
込
み
ま
た
は
役

　

場
、
町
保
健
福
祉
会
館
、
各
保
育
所
に

北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

パ
ー
ト
職
員
募
集

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申
請

書
の
送
付
用
封
筒
に
つ
い
て

す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
公
的
な

身
分
証
明
書
と
し
て
も
利
用
で
き
、
無
料

で
取
得
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
折
込
チ

ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
町
総
務
課
法
務
支
援
係
☎
56
―
８
０
０
０
、

　

町
住
民
環
境
課
住
民
係
☎
56
―
８
０
０
７

11
（
い
い
）
月
30
（
み
ら
い
）
日
は
「
年

金
の
日
」
で
す

年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額

を
確
認
し
、
未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
と
、
い

つ
で
も
ご
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き

る
ほ
か
、
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ

い
て
、
ご
自
身
の
記
録
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な

パ
タ
ー
ン
の
試
算
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
日
本
年
金
機
構
HP
か
、
小
樽
年
金
事
務

所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
納
付
相
談
会

小
樽
年
金
事
務
所
で
は
次
の
と
お
り
国

民
年
金
保
険
料
納
付
に
か
か
る
出
張
相
談

所
を
開
設
し
ま
す
。
年
金
手
帳
、
印
鑑
を

持
参
の
上
、お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
11
月
17
日
㈮
、
10
時
30
分
～
15
時

■
場
所
／
後
志
労
働
福
祉
セ
ン
タ
ー
2
階

会
議
室
（
南
1
東
1
ろ
う
き
ん
隣
）

問
小
樽
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　

☎
０
１
３
４
―
23
―
４
２
３
６

冬
季
、生
活
道
路
を
確
保
す
る
た
め
に
、

私
道
な
ど
町
除
雪
対
象
外
道
路
（
会
社
な

ど
の
施
設
構
内
な
ど
を
除
く
）
の
除
雪
を

す
る
地
域
住
民
に
対
し
、
除
雪
業
者
へ
の

委
託
金
の
一
部
を
補
助
す
る
制
度
で
す
。

■
対
象
／

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

水
彩
画
愛
好
会
会
員
募
集

私
道
等
除
雪
費
用
補
助

統
合
保
育
所
の
名
称
を
公
募
し
ま
す

倶
知
安
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
か
ら

の
お
知
ら
せ

町
営
住
宅
入
居
者
募
集

わ
ん
ぱ
く
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
バ
ザ
ー

周

知

ア
ル
ペ
ン
ス
キ
ー
少
年
団
員



有
期
労
働
契
約
が
反
復
更
新
さ
れ
て
通
算

5
年
を
超
え
た
と
き
（
平
成
30
年
4
月
以

降
）
は
、
労
働
者
の
申
込
み
に
よ
り
、
期

間
の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
（
無
期
労
働

契
約
）
に
転
換
で
き
る
ル
ー
ル
で
す
。

問
北
海
道
労
働
局
雇
用
環
境
・
均
等
部
指

　

導
課
☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
７
１
５

環
境
省
で
は
、
国
内
に
あ
る
象
牙
の
在

庫
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
所
持

し
て
い
る
だ
け
で
は
違
法
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
登
録
さ
れ
て
い
な
い
象
牙
を
売
っ

た
り
あ
げ
た
り
す
る
の
は
違
法
で
す
。
未

登
録
の
象
牙
を
お
持
ち
の
方
、
ま
ず
は
ご

連
絡
を
！
※
全
形
を
保
持
し
た
象
牙
の
み

が
登
録
対
象
。
印
鑑
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
な

ど
象
牙
製
品
は
登
録
対
象
外

問
象
牙
在
庫
把
握
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
事
務
局

　

☎
03
―
６
６
５
９
―
４
６
６
０
（
土
日

　

祝
日
を
除
く
10
時
～
17
時
）

消 費 者 コ ー ナ ー
倶知安消費者協会

蛍光管から LED 照明へ※情報誌「北のくらし」より

　蛍光管の照明器具が製造中止となりますが

販売は現在も継続していますので買い替える

ことができます。また、蛍光管照明器具に付

けられる丸型 LED ランプも一部メーカーから

販売されていますので、適合機種かどうかを

確認しましょう。丸型 LED ランプは蛍光管の

2 倍の明るさがあり価格は 3 千～ 5 千円くら

いとのことです。LED 照明の価格も下がって

いますので、管だけ取り換えるか、すべて換

えるかを検討ください。

世界人口と食糧問題が心配される中、日本の

食品ロスの多さが指摘されています。私たち

にできる「ロスをなくする為に」の意識を高

めるため、まずは「食品ロスを減らすアンケー

ト」を生活展の中や街中で実施しますので、

よろしくお願いします

■消費生活相談室（公民館１階団体室）

■月・水・金曜日 10 時～ 15 時　☎ 23-1522

－12－

灯
油
や
ガ
ソ
リ
ン
の
漏
え
い
事
故
を
防

ぎ
ま
し
ょ
う

秋
も
深
ま
り
、
各
家
庭
で
は
暖
房
器
具

を
使
用
す
る
季
節
と
な
り
ま
し
た
。

ポ
ー
タ
ブ
ル
式
灯
油
ス
ト
ー
ブ
に
給
油

す
る
場
合
は
、
ス
ト
ー
ブ
の
火
が
完
全
に

消
え
た
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
給
油
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

暖
房
用
灯
油
、
除
雪
機
用
ガ
ソ
リ
ン
な

ど
を
保
管
す
る
時
は
、
必
ず
専
用
の
容
器

を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。
ホ
ー
ム
タ
ン
ク

に
つ
い
て
も
漏
え
い
事
故
防
止
の
た
め
配

管
の
ひ
び
割
れ
や
残
量
ゲ
ー
ジ
な
ど
の
破

損
が
な
い
か
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

火
の
用
心
を
お
願
い
し
ま
す
。

消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

ま
ち
の
事
件
簿
ー
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

10 月 17 日 ( 火 ) までに住民環境課住民係へ

届け出があったもので、承諾を受けた内容

について掲載しています。

平成 29 年 平成 28 年
人　身 18 件 26 件
物　損 408 件 449 件
死　者 0 名 0 名

9 月末までの
町内交通事故発生状況

平成 29 年 平成 28 年
火　災 10 件 6 件
救　急 657 件 626 件
救　助 20 件 31 件
その他 131 件 67 件

9 月末までの災害出動状況

おたんじょう
おめでとう

人の動き　平成 29 年 9月末現在

人　　　　　口

　　　男

　　　女

世　　帯　　数

15,343 人

 7,732 人

 7,611 人

7,986 世帯

（前月比 -  8）

（前月比 -  5）

（前月比 -  3）

（前月比 -  5）

うち外国籍住民 547人（前月比 -  7）

主
な
事
件

▽
窃
盗
（
空
き
巣
）
事
件
の
発
生

留
守
中
の
一
戸
建
住
宅
に
空
き
巣
が
入

る
事
件
が
あ
り
ま
し
た

▽
窃
盗
（
車
上
ね
ら
い
）
の
発
生

半
月
湖
駐
車
場
に
お
い
て
駐
車
車
両
が

壊
さ
れ
、
車
内
か
ら
金
品
が
盗
ま
れ
る
事

件
が
あ
り
ま
し
た

▽
窃
盗
（
自
転
車
盗
）
事
件
の
発
生

店
舗
前
に
お
い
て
無
施
錠
の
自
転
車
が

盗
ま
れ
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た

交
通
事
故

▽
９
月
１
日
、国
道
の
直
線
路
に
お
い
て
、

路
外
か
ら
飛
び
出
し
て
き
た
鹿
と
衝
突
す

る
事
故
が
発
生
し
ま
し
た

▽
９
月
17
日
、
駐
車
場
内
に
お
い
て
後
退

す
る
際
に
後
方
確
認
を
怠
っ
た
こ
と
か

ごめいふくをお祈りします
　

　会社で従業員の給料の減額を検討することがありますが、労働

条件を労働者に不利益に変更することが法的に認められない場合

や、トラブルになる場合がありますので注意が必要です。

　労働条件を変更する方法は、大きく①労働者個人や労働組合と

合意する方法、②就業規則で一方的に変更する方法（ただし、変

更に合理性があり、かつ変更後の就業規則を労働者に周知させる

などのルールに従う必要がある）があります。今回は①について

説明します。

　各労働者と個別に合意するときに、特段、合意書を交わさなけ

ればないという、法律の決まりはありません。もっとも、後々労

働者から「そのような合意はしていません」や「誤解して合意し

ました」などと主張があり、裁判所で合意が無効であると判断さ

れることがあります。

　合意が有効かどうかをめぐり問題になることが多いのは、労働

者の同意が明確ではないケースです。そのため、合意する場合に

は、相手に労働条件を変更する目的、必要性などについて、丁寧

かつ正確に説明を行うとともに、誤解を生む発言や威圧的態度は

避けることが重要です。その上で、合意書を作成することが望ま

しいといえます。加えて、トラブル防止のため、労働条件の変更

に関し、労働者から実際に十分な説明を受け理解したことの同意

書をもらうことも考えられます。ただし、合意しても、合意内容

が労働基準法などの法律に反していたり、就業規則の規定よりも

労働者に不利益な労働条件を定めるものであってはなりません。

－13－

労
働
条
件
を
不
利
益
に
変
更
す

る
場
合

岩内ひまわり
基金法律事務所

弁護士古宮　靖子
　☎    0135-61-4777
　FAX 0135-61-4888

ら
、
後
方
に
駐
車
中
の

車
両
に
衝
突
す
る
事
故

が
発
生
し
ま
し
た
。

・
住
宅
３
戸
以
上
で
行
う
延
長
30
㍍
以
上

の
車
両
通
行
可
能
な
道
路
の
除
排
雪

・
次
に
該
当
す
る
自
力
除
雪
が
困
難
と
民

　

生
委
員
が
認
め
た
町
民
税
非
課
税
世
帯

　

が
行
う
延
長
30
㍍
以
上
の
車
両
通
行
可

　

能
な
道
路
の
除
排
雪

　

①
65
歳
以
上
の
高
齢
者
世
帯

②
心
身
障
が
い
や
疾
病
な
ど
の
世
帯

・
酪
農
家
が
行
う
延
長
が
１
０
０
㍍
以
上

　

の
乳
牛
運
搬
用
道
路
の
除
雪

■
補
助
金
／
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
対
象

　

ご
と
に
決
定

■
申
請
手
続
き
／
建
設
課
備
え
付
け
の
申

　

請
書
、
位
置
図
、
受
益
者
名
簿
な
ど
の

　

必
要
な
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

■
申
請
期
限
／
12
月
1
日
㈮
必
着

問
町
建
設
課
☎
56
―
８
０
１
１

北
海
道
財
務
局
の
専
門
の
相
談
員
が
あ

な
た
に
合
っ
た
解
決
方
法
を
提
案
し
ま

す
。
ま
た
「
預
金
・
融
資
・
保
険
な
ど
の

金
融
全
般
」の
ご
相
談
も
受
け
付
け
ま
す
。

※
無
料
・
予
約
不
要
、
秘
密
厳
守

■
受
付
日
時
／
11
月
13
日
㈪
、
10
時
～
12

　

時
、
13
時
～
16
時

■
会
場
／
小
樽
地
方
合
同
庁
舎
３
階
第
１

会
議
室

問
北
海
道
財
務
局
相
談
員
直
通
☎
０
１
１

　

―
８
０
７
―
５
１
４
４

事
業
主
の
皆
さ
ん
。
労
働
保
険
の
加
入

は
お
済
み
で
す
か
。
労
働
保
険
に
加
入
し

て
、
従
業
員
の
方
々
が
安
心
し
て
働
け
る

職
場
に
し
ま
し
ょ
う
。

労
働
保
険
と
は
、
労
災
保
険
と
雇
用
保

険
の
総
称
で
、
労
働
者
の
生
活
の
安
定
、

未
登
録
の
象
牙
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

福
祉
の
増
進
な
ど
を
図
る
こ
と
を
目
的

に
、
国
が
直
接
管
理
運
営
し
て
い
る
保
険

で
す
。
農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
き
、
労

働
者
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事
業
に
つ
い

て
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
加
入
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
北
海
道
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
徴
収

　

課
☎
０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１

個
人
事
業
税(

第
二
期)

の
納
期
限
は
11

月
30
日
㈭

個
人
事
業
税
は
、
個
人
で
事
業
を
行
っ

て
い
る
方
に
納
め
て
い
た
だ
く
道
税
で
、

税
額
は
、
昨
年
の
事
業
所
得
か
ら
算
出
さ

れ
ま
す
。
納
税
通
知
書
に
よ
り
、
8
月
と

11
月
の
2
回
に
分
け
て
納
め
ま
す
。（
年

額
が
1
万
円
以
下
の
場
合
は
、
８
月
の
納

期
に
全
額
を
納
め
ま
す
。

問
後
志
総
合
振
興
局
税
務
課

　

☎
23
―
１
３
３
４

法
人
道
民
税
等
の
申
告
等
を
電
子
で

法
人
道
民
税
・
事
業
税
お
よ
び
地
方
法

人
特
別
税
の
申
告
お
よ
び
各
種
申
請
・
届

出
を
電
子
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方
税
ポ
ー
タ
ル

シ
ス
テ
ム
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
HP
／http://w

w
w

.eltax.

　

jp/

、
道
税
HP
／http://w

w
w

.pref.

　

hokkaido.lg.jp/sm
/zim

/dshinkoku/

問
札
幌
道
税
事
務
所
税
務
管
理
部
課
税
第

　

一
課
☎
０
１
１
―
２
８
１
―
７
８
３
４

地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
備
え
、
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
情
報

伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

防
災
行
政
無
線
の
訓
練
放
送

■
日
時
／
11
月
14
日
㈫
、
11
時
頃

■
防
災
無
線
放
送
内
容
／

・「
こ
れ
は
テ
ス
ト
で
す
」
×
3

・「
こ
ち
ら
は
防
災
倶
知
安
町
で
す
」

問
総
務
課
防
災
担
当
係
☎
56
―
８
０
０
０

取
引
や
証
明
に
使
用
さ
れ
る
電
気
メ
ー

タ
ー
は
検
定
が
必
要
で
あ
り
、
有
効
期
限

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
有
効
期
限
は
電

気
メ
ー
タ
ー
に
付
さ
れ
た
ラ
ベ
ル
や
検
定

票
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ラ
ベ
ル
や
検

定
票
が
な
い
も
の
、
有
効
期
限
の
切
れ
た

電
気
メ
ー
タ
ー
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
日
本
電
気
計
器
検
定
所
北
海
道
支
社
☎

　

０
１
１
―
６
６
８
―
２
４
３
７
、
北
海

　

道
経
済
産
業
局
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境

　

部
電
力
事
業
課
☎
０
１
１
―
７
０
９
―

　

１
７
５
５

　

平
成
25
年
4
月
1
日
以
降
に
開
始
し
た

北
海
道
か
ら
の
お
知
ら
せ

借
金
・
金
融
一
般
相
談
会

労
働
保
険
適
用
促
進
強
化
週
間

電
気
メ
ー
タ
ー
の
有
効
期
限

ご
存
じ
で
す
か
？
無
期
転
換
ル
ー
ル


